
　

さ
ざ
な
み
☆
う
ぉ
〜
む
は
あ
と

は
、
子
育
て
中
の
親
子
が
気
軽
に

集
っ
て
交
流
す
る
場
で
す
。

時
間　

午
前
10
時
〜

場
所　

さ
ざ
な
み
保
育
園

１
日
㈬　

年
齢
別
活
動（
０
歳
児
）

８
日
㈬　

年
齢
別
活
動
（
１
・
２

歳
児
）

15
日
㈬　

ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン

22
日
㈬　

子
育
て
講
座
「
ハ
ー
バ

リ
ウ
ム
作
り
」、
講
師
：
花は
な
し
き
ぶ

色
舞

さ
ん
、
場
所
：
い
こ
い
の
家
さ
ざ

な
み

※
サ
ー
ク
ル
活
動
、
自
由
利
用
、

保
育
相
談
は
い
つ
で
も
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

開
所
時
間　

平
日
午
前
９
時
〜
午

後
５
時

利
用
料　

無
料
（
材
料
代
な
ど
を

除
く
）

申
込
・
問
合
せ　

さ
ざ
な
み
☆

う
ぉ
〜
む
は
あ
と
（
☎
22
‐

７
１
７
７
）、
さ
ざ
な
み
保
育
園

（
☎
22
‐
５
５
１
９
）

　

九
ち
ゃ
ん
ク
ラ
ブ
「
ふ
れ
あ
い

広
場
」
を
出
張
開
催
し
ま
す
。

期
日　

６
月
15
日
㈪

時
間　

午
前
10
時
30
分
〜
正
午

場
所　

東
間
コ
ミ
セ
ン

テ
ー
マ　
「
雨
の
日
の
室
内
遊
び
」

対
象　

お
お
む
ね
３
歳
未
満
の
乳

幼
児
と
そ
の
保
護
者

定
員　

７
組
程
度
（
先
着
順
）

申
込
期
限　

６
月
12
㈮
午
後
４
時

申
込
・
問
合
せ　

ほ
っ
と
ス
テ
ー

　

認
知
症
カ
フ
ェ
「
Ｄ
カ
フ
ェ
青

い
鳥
」
は
、
認
知
症
の
人
や
そ
の

家
族
、
地
域
住
民
、
認
知
症
に
関

心
の
あ
る
人
な
ど
誰
で
も
気
軽
に

集
い
、
交
流
や
情
報
共
有
が
で
き

る
憩
い
の
場
で
す
。
お
茶
や
コ
ー

ヒ
ー
を
用
意
し
て
い
ま
す
。
気
軽

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

期
日　

７
月
８
日
㈬

時
間　

午
前
11
時
〜
午
後
２
時

　

空
き
家
の
手
放
し
方
、
相
続
登

記
、
家
族
信
託
な
ど
空
き
家
に
つ

い
て
の
悩
み
事
の
解
決
策
を
学
ぶ

セ
ミ
ナ
ー
で
す
。

期
日　

６
月
21
日
㈰

時
間　

午
前
10
〜
11
時
、
午
後
２

〜
３
時

場
所　

カ
ル
チ
ャ
ー
パ
レ
ス

料
金　

無
料

対
象　

売
れ
な
い
空
き
家
で
困
っ

て
い
る
人
、
将
来
空
き
家
に
な
り

そ
う
な
不
動
産
を
持
っ
て
い
る
人

申
込
方
法　

電
話
で
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

株
式
会
社
ベ
リ
ー
ベ
ス

ト
（
☎
０
１
２
０
‐
１
６
２
‐

０
６
１
）

シ
ョ
ン
九
ち
ゃ
ん
ク
ラ
ブ
（
☎
32

‐
９
５
６
６
）

Ｄ
カ
フ
ェ
青
い
鳥

７
月
の
案
内

空
き
家
に
な
り
そ
う
な

不
動
産
を
持
つ
人
向
け
の

空
き
家
セ
ミ
ナ
ー

「
お
で
か
け
九
ち
ゃ
ん
」
へ

遊
び
に
来
ま
せ
ん
か
？

う
ぉ
〜
む
は
あ
と

７
月
の
案
内

　

小
学
生
を
対
象
に
し
た
水
泳
の

基
本
を
学
べ
る
教
室
で
す
。
安
全

な
環
境
で
行
い
ま
す
の
で
、
水
泳

が
苦
手
で
も
安
心
し
て
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

期
日　

７
月
11
日
㈯
・
25
日
㈯
、

８
月
８
日
㈯
・
22
日
㈯

時
間　

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

場
所　

市
民
プ
ー
ル

参
加
料　

千
円
／
月
（
保
険
料
・

施
設
利
用
料
・
税
込
み
）

申
込
・
問
合
せ　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
人

吉
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
（
☎
22
‐

１
６
８
８
）

　道の駅人吉では、おいしいものや雑貨な
どが集まるマルシェを開催します。ぜひご
来場ください！
　今後も毎月第４日曜に開催する予定で
す。出店者も随時募集しています。

期日　６月 28日（日）
時間　午前 10時～午後４時
場所　道の駅人吉／石野公園

問合せ　石野公園管理室
（☎２２－６７００）

　

小
学
生
と
祖
父
母
世
代
を
対
象

に
し
た
運
動
教
室
で
す
。
一
人
で

も
安
心
し
て
参
加
で
き
ま
す
。
異

世
代
の
交
流
で
運
動
と
礼
節
を
学

び
、
楽
し
く
運
動
習
慣
を
身
に
着

け
ま
し
ょ
う
。

期
日　

月
２
回
土
曜
日
（
６
月
は

13
日
㈯
・
27
日
㈯
）

時
間　

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

場
所　

ス
ポ
ー
ツ
パ
レ
ス

参
加
料　

千
円
／
月
（
保
険
料
・

施
設
利
用
料
・
税
込
み
）

申
込
・
問
合
せ　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
人

人
吉
キ
ッ
ズ
＆
シ
ニ
ア

運
動
教
室

人
吉
こ
ど
も
水
泳
教
室

催
し

　

家
庭
か
ら
出
る
生
ご
み
を
減
ら

す
こ
と
を
目
的
に
、
生
ご
み
処
理

容
器
・
処
理
機
の
購
入
費
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

補
助
金
額

生
ご
み
処
理
容
器

購
入
価
格
の
２
分
の
１
（
上
限

３
千
円
）

生
ご
み
処
理
機

購
入
価
格
の
２
分
の
１
（
上
限

３
万
円
）

申
請
方
法　

市
環
境
課
（
市
役
所

２
階
２
‐
９
番
窓
口
）
か
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
内
に
あ
る
申
請
書
に
必

要
事
項
を
記
入
し
て
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

※
年
度
予
算
が
な
く
な
り
次
第
受

け
付
け
を
終
了
し
ま
す
。

問
合
せ　

市
環
境
課
廃
棄
物
対
策

係 生
ご
み
処
理
容
器
・
処
理
機

購
入
を
補
助
し
ま
す

　

ご
み
の
分ぶ

ん
べ
つ別
方ほ

う
ほ
う法
が
分わ

か
ら
な

い
人ひ
と

の
た
め
の
、
多た

げ
ん
ご

言
語
対た

い
お
う応
ご

み
分ぶ
ん
べ
つ別
チ
ラ
シ
を
配は

い
ふ布
し
て
い

ま
す
。
市し
や
く
し
ょ

役
所
で
の
配は

い
ふ布
の
ほ

多た
げ
ん
ご

言
語
の
ご
み
分ぶ
ん
べ
つ別
方ほ
う
ほ
う法

チ
ラ
シ
を
配は
い
ふ布
し
て
い
ま
す

か
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可か
の
う能
で
す
。
住す

み
よ
い

環か
ん
き
ょ
う
境
の
た
め
、
ル
ー
ル
を
守ま

も

っ
た

ご
み
出だ

し
に
協

き
ょ
う
り
ょ
く
力
を
お
願ね

が

い
し
ま

す
。

配は
い
ふ布
場ば

し
ょ所

市し

環か
ん
き
ょ
う
か

境
課
窓ま

ど
ぐ
ち口
（
２

階か
い

２
‐
９
番ば

ん

窓ま
ど
ぐ
ち口
）、
専せ

ん
よ
う用
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（
次つ
ぎ

の
２
次じ

げ
ん元
コ
ー
ド

か
ら
ご
覧ら
ん

く
だ
さ
い
）

対た
い
お
う応
言げ

ん
ご語

・
英え
い
ご語
（English

）

・
ネ
パ
ー
ル
語ご

（न
ेप
ाल
ी

）

・
ミ
ャ
ン
マ
ー
語ご
（မြန်မာဘ

ာသ
ာ

）

・
ベ
ト
ナ
ム
語ご

（

）

・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語ご

（Bahasa 
Indonesia

）

・
タ
ガ
ロ
グ
語ご

（
フ
ィ
リ
ピ
ン
語ご

／Tagalog

）

※
や
さ
し
い
日に
ほ
ん
ご

本
語
の
チ
ラ
シ
も

配は
い
ふ布
し
て
い
ま
す
。

問と
い
あ
わ合
せ

市し

環か
ん
き
ょ
う
か

境
課
廃は

い
き
ぶ
つ

棄
物
対た

い
さ
く策

係か
か
り

　老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などが 10
年以上ある人が 65歳になったときに受けることが
できます。

年金を受けるのに必要な期間は？

　この額は 20 歳から 60 歳になるまでの 40 年間、
全ての保険料を納めた人の場合です。もし、40 年
の間に保険料を納めなかった期間などがあると、不
足する分だけ年金額が減額されます。

令和８年度の年金額（年額）

60 歳からの国民年金
　保険料を納めていないために老齢基礎年金の受給
資格を満たさない人や、満額の老齢基礎年金を受給
できない人は、60 歳以降でも 65 歳になるまで任
意加入することで、受給資格期間を満たしたり、年
金額を満額に近づけたりすることができます。65
歳以上 70歳未満の人は、受給資格期間を満たすま
で任意加入することができます。
65歳よりも前（後）からもらいたいのだけど？
　希望すると、65 歳よりも前（繰り上げ請求）や
後（繰り下げ請求）からもらうことができます。年
金額は繰り上げると減額、繰り下げると増額されま
す。
繰り上げ請求にはいくつかの制限があります。
○ 65歳になっても減額率はそのままです。
○ 遺族厚生年金を受けている人は、65歳になるまで
どちらか一方の年金を選択することになります。

○ 寡婦年金を受けている人は、その受給権がなくな
ります。

○ 繰り上げ請求をすると、障害基礎年金の請求はで
きなくなります。

65 歳よりも前（後）からもらいたいのだけど？

繰り上げ請求にはいくつかの制限があります

問合せ　八代年金事務所
　　　　（☎０９６５－３５－６１２３）
　　　　市市民課国保年金係
　　　　（☎２２－２１１１　内線１０２３）

60 歳からの国民年金

昭和31年４月１日
以前生まれ

昭和31年４月２日
以降生まれ

84万4,900円 84万7,300円

問合せ

❶保険料を納めた期間
❷厚生年金や共済組合に加入した期間
❸第３号被保険者であった期間
❹保険料の免除（全額 ･一部）を受けた期間
❺任意加入できる人が加入しなかった期間など

❶～❺の期間を合わせて 10 年以上必要
※ 一部免除を受けた期間で残りの保険料を納付しな
かった期間は除かれます。

場
所　

二
条
橋
い
こ
い
の
家
（
上

青
井
町
１
８
１
番
地
）

参
加
費　

１
人
１
０
０
円

す
ず
め
の
学
校

　

Ｄ
カ
フ
ェ
青
い
鳥
で
は
認
知
症

予
防
ゲ
ー
ム
な
ど
で
交
流
す
る

「
す
ず
め
の
学
校
」
を
開
い
て
い

ま
す
。
脳
が
刺
激
さ
れ
る
笑
い
あ

り
、
癒
や
し
あ
り
の
ゲ
ー
ム
を
通

し
て
認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
同

士
の
交
流
が
自
然
に
深
ま
り
、頭
・

体
・
心
が
元
気
に
な
り
ま
す
。
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

期
日　

７
月
22
日
㈬

時
間　

午
前
10
時
〜
正
午

場
所　

二
条
橋
い
こ
い
の
家

参
加
費　

１
人
１
０
０
円

問
合
せ　

Ｄ
カ
フ
ェ
青
い
鳥
（
☎

22
‐
３
４
９
３
）

▲ くわしく
はこちら

吉
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
（
☎
22
‐

１
６
８
８
）

第１回

▲ ごみのわけかた
　チラシ（English）

▲ 市ホーム
ページ
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